
 

 

 

令和８年度長井市持続的発展支援事業補助金 募集要領 

 

昨今の物価高や賃上げ、人手不足、後継者不在など厳しい経営環境の中で、事業の持続的発

展を目的とした新たな事業計画を立案及び実施する中小・小規模事業者を支援します。 

 
１ 補助金について 

補 助 対 象 者 補 助 対 象 事 業 補 助 率 補 助 上 限 額 

専門家等の指導・助言をもとに新たな

経営計画を作成し事業を実施する市内

中小・小規模事業者 

左記により立案した 

経営計画に基づく事業 

補助対象経費

の 2/3以内 
30万円 

 

２ 募集の対象となる事業者 

上記補助対象者のうち、下記の項目に該当するもの。 

（１） 外部専門家等の指導助言の下、新たな経営計画の立案にあたり、企業訪問、打ち合せ、会社の財務状況の情

報提供等、真摯に対応できるもの。 

 

（２） 次の欠格事項に該当しておらず、関係法令または公序良俗に反することなく、地域社会に寄与するものである   

こと。 

ア 国税または地方税の滞納があるもの。（ただし、課税庁が認めた納入計画を立てているものを除く） 

イ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの。 

ウ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの。 

 

（３） 「令和２年度長井市コロナ対応経営計画支援事業費補助金」、「令和３～７年度長井市持続的発展支援事業補

助金」の採択を受けていない事業者。 

 

３ 大まかな本補助事業の流れ 

 

 
 

４ 補助対象期間、経費等 

●補助対象期間は、交付決定日 ～ 令和９年２月２８日（日）となります。 

●外部専門家等の指導のもと、立案した経営計画に基づく事業に係る経費のうち、次の（1）～（3）の条件を全て満

たす経費が補助の対象となります。
 

 
≪対象経費の注意点≫ 

・ 本補助金の性質上、補助対象経費の決済方法は、「現金」または「振込」による支払いを原則とします。 
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（1）使用目的が自社の主たる事業のうち、「物価高や賃上げ、人手不足、後継者不在など、厳し

い経営環境の中で事業の持続的発展のための経費」であると明確に特定できる経費。 

（2）補助対象期間内に対価の発生かつ支払が完了した経費。 

（3）領収書等、証拠書類によって金額、購入した内容等が確認できるもの。 

（その他、支出内容によっては他に追加資料や説明を求めることがあります。） 

④事業実施 

外部専門家の指導・助言を

3 回受け、その内容をもと

に新たな経営計画を作成

し、補助事業に取り組む。 

 

令和 9 年 2月 28 日まで 



 

 

 

≪補助対象経費≫ 

経費区分 内   容 

機械装置 

等費 

事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 

・ 本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入に要する経費が補助対象となります。通常

の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりま

せん。 

・ 汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費用は補助対象となりません。ただし、情報化機器

（例：パソコン・タブレット PC及び周辺機器）については、申込書及び本事業で作成する経営計画書

に取組内容が記載されており、単価１０万円未満（税抜）であり、かつ必要最小限となる台数分であ

ること、条件（上記（1）～（3））を満たす場合にのみ、補助対象とする場合があります。 

・ 中古品の購入は、価格の妥当性を示すため、複数（２社以上）の中古品販売事業者からの見積（見

積書、価格表等）を取得してください。 

・ ウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェアは、「ウェブサイト関連費」で計上してください。 

広報費 

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体を活用するために支払われる経費 

・ ウェブや動画に関する広報費用については、「ウェブサイト関連費」で計上してください。 

経費例 郵送による DMの発送、街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載など 

ウェブサイト 

関連費 

販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト、システム（オフライン含む）等の開発、構築、更新、改

修、運用をするために要する経費 

・ ウェブサイト、システム開発等に関連する経費については、こちらで計上してください。 

経費例 商品販売のためのウェブサイト作成や更新、EC モールのシステム利用料、販路開拓等のため

の特定業務用ソフトウェア 

研修費 

社員の育成に係る研修費用（講師謝金・旅費、資料費、練習等に係る材料費等） 

・ 講師謝金、旅費は社外の講師に対してのみ補助対象とします。社員を講師とした場合は、資料費、

材料費のみ補助対象とします。 

展示会等 

出展費 

新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費 

・ 補助対象期間外に実施される展示会等の経費は補助対象となりません。 

・ 展示会出展の出展料等に加えて、関連する旅費（公共交通機関のみ）・運搬費（ガソリン代除く）・通

訳料・翻訳料も補助対象とします。 

※補助対象経費として計上する経費については原則として市内事業者に発注してください。 

 

５ 募集期間・提出先 

募集開始 募集締切 提出先 

令和８年６月１日（月） 令和８年７月３日（金） 17：00必着 長井商工会議所 
 
６ 提出書類 

（１） 申請書 

長井商工会議所ホームページ https://www.nagai-cci.or.jp/よりダウンロードしてください。 

（２） 直近２か年の確定申告書及び決算書 

必要に応じて、会社案内、借入明細表、試算表など事業所の内容がわかるものを添付してください。 
 

７ 採択の決定について 

・審査会による採択結果（採択者には担当外部専門家を指定）は、７月下旬（予定）に書面にて通知します。 
 
８ 事業報告、補助金の支払について  

令和９年３月１０日（水）までに、以下の書類の提出が必要になります。 

① 外部専門家等の指導助言のもと作成した経営計画・事業計画 

② 事業実績報告書及び、領収書等の証拠書類、実績写真等 

③ その他商工会議所会頭が必要と認める書類 

 
 

【書類提出、お問い合わせ】 

長井商工会議所 中小企業相談所

（TEL 0238-84-5394） 

https://www.nagai-cci.or.jp/

